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保
険
法
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成
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年
法
律
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百
二
十
三
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十
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一
項
本
文
の
規
定
に
よ
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宅
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ス
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行
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を
指
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し
た
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法
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一
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規
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本
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ス
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を
行
う
者
を
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定
し
た
の
で
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百
十
五
条
の
九
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一
号

の
規
定
に
よ
り
公
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す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
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名
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よ
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目
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二
二
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宅
療
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管
理
指
導

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
し
ん

ま
ち

青
森
市
新
町
二

丁
目
二
の
二
二

〃

�
�
�
�
�
�
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�
�
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青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所

在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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を
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在
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人
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寿
福
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森
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前
字
弥
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七
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護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
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ン

や
よ
い

青
森
市
大
字
矢
田

前
字
弥
生
田
四
七

の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
す
ず
か
け

の
里

青
森
市
里
見
二
丁

目
一
三
の
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

す
ず
か
け

青
森
市
里
見
二
丁

目
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三
の
一

〃

医
療
法
人
三

良
会
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森
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新
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二
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目
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の
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護
予
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宅
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管
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導
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テ
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シ
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ん
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護

居
宅
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護
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所
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ポ
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タ
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き
わ
り

青
森
市
大
字

新
城
字
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岡

五
六
の
一

〃
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青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
一
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

電
子
国
土
基
本
図

(

地
図
情
報)

修
正
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

青
森
県
内
全
域

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
十
八
号

(

急
傾

斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。
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変
更
前

む
つ
市
横
迎

町
一
丁
目
三

の
一
〇

変
更
後

株
式
会
社

ケ
ア
ラ
イ

フ
青
森

青
森
市
卸
町

三
の
五

居
宅
介
護

・
重
度
訪

問
介
護

株
式
会
社

ケ
ア
ラ
イ

フ
青
森
む

つ
営
業
所

む
つ
市
新
町

三
七
の
七

��

･

�･

��

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

つ
が
る
市

平
成

��･

�･

�

�

上
北
郡
東
北
町

〃

�

十
和
田
市

��･

�･

�

�

十
和
田
市

��･
�･

�

調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調
査
期
間

青

森

市

大
字
細
越
字
外
長
沢
の
一
部

平
成
二
十
一
年
五

月
二
十
二
日
か
ら

平
成
二
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

弘

前

市

大
字
悪
戸
字
鳴
瀬
の
一
部
、
字
中
野

八

戸

市

大
字
白
銀
町
字
砂
森
、
字
人
形
沢
、
字
下
夕
通
、
字
北

側
本
町
、
字
洲
賀
端
の
一
部

五
所
川
原
市

大
字
飯
詰
字
石
田
の
一
部
、
字
影
日
沢
の
一
部

む

つ

市

小
川
町
一
丁
目
の
一
部
、
小
川
町
二
丁
目
の
一
部



( )

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
十
三
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

二
十
三

日
計
二
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

(

市
道
日
計
前
八
太
郎
山
線
及
び
市
道
八

太
郎
山
線
の
区
域
を
除
く
。)
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
九
号
と
標
柱
十
号
を
結
ん
だ
線
は

市
道
日
計
前
八
太
郎
山
線
官
民
地
境
界
線
と
し
、
標
柱
一
号
と
標
柱
十
号
を
結
ん
だ
線
は
市
道
小

田
八
太
郎
線
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

平
成
二
十
一
年
度
県
境
不
法
投
棄
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
・
処
分

(

焼
却
・
焼
成
そ
の
３)

業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
環
境
生
活
部
県
境
再
生
対
策
室

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

マ
テ
リ
ア
ル
共
同
企
業
体

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
八
峠
一

六

契
約
金
額

一
ト
ン
当
た
り
三
万
千
五
百
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日
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標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七八九十

八
戸
市

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

河
原
木

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

日
計

八
太
郎
山

〃〃〃〃〃根
岸

日
計

〃

三
三
の
一

一
〇
の
一
六

一
〇
の
八

五
の
一
〇
〇

四
の
一
一
六

四
の
二
三

四
の
二
〇

一
七
の
二
〇

四
四
の
一

三
八
の
一



( )

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
漆
畑
建
設
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

漆
畑

信
義

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
北
平
一
九
六
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
七
三
五
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
八
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
小
向
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

小
向

俊
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
立
野
八
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
五
○
○
二
七
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
九
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由
に

よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
中
義
組

二

代
表
者
の
氏
名

中
野
渡

福
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
深
持
字
南
平
二
五
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
八)

第
一
二
一
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
高
橋
電
機
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

高
橋

キ
ン

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
上
北
北
二
丁
目
三
三
の
一
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
一
四
三
○
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

土
木
、
電
気
、
管
、
ほ
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事

由
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九

条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ユ
タ
カ
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

中
村

豊

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
沖
山
二
八
○

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
○)

第
一
一
五
○
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
二
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
川
原
土
木
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

織
田

真
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
下
平
二
六
三
の
九
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
一
五
一
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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